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江東区高齢者住宅条例施行規則 新旧対照表（案） 

現行 改正案 

目次 （略） 目次 （略） 

第１条～第１８条 （略） 第１条～第１８条 （略） 

（同居許可の基準等） （同居許可の基準等） 

第１９条 条例第２１条第３項に基づき同居の

許可をすることができる場合は、次の各号の

いずれかに該当し、かつ、高齢者住宅の使用

者又は同居者の疾病等により、一時的な介護

が必要であると認めるときとする。 

第１９条 条例第２１条第３項に基づき同居の

許可をすることができる場合は、次の各号の

いずれかに該当し、かつ、高齢者住宅の使用

者又は同居者の疾病等により、一時的な介護

が必要であると認めるときとする。 

(1) 同居しようとする者が使用者又は使用者

の配偶者の三親等内の血族又は直系姻族で

あるとき。 

(1) 同居しようとする者が使用者、使用者の

配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）又は条例第６条第１項に規定するパ

ートナーシップ関係の相手方（以下「パー

トナーシップ関係の相手方」という。）の

三親等内の血族又は直系姻族であるとき。 

(2) （略） (2) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（使用承継の基準等） （使用承継の基準等） 

第２０条 条例第２２条第３項に基づき使用の

承継を許可することができる場合は、次の各

号のいずれかに該当する者から申請がある場

合で、かつ、高齢者住宅の管理上支障がない

と認める場合とする。 

第２０条 条例第２２条第３項に基づき使用の

承継を許可することができる場合は、次の各

号のいずれかに該当する者から申請がある場

合で、かつ、高齢者住宅の管理上支障がない

と認める場合とする。 

(1) 高齢者住宅の使用を承継しようとする者

が、使用者の配偶者又は三親等内の血族若

しくは姻族であって、使用開始当初から引

き続き当該高齢者住宅に居住しているも

の。 

(1) 高齢者住宅の使用を承継しようとする者

が、使用者の配偶者、パートナーシップ関

係の相手方又は三親等内の血族若しくは姻

族であって、使用開始当初から引き続き当

該高齢者住宅に居住しているもの。 

(2) （略） (2) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第２１条～第３５条 （略） 第２１条～第３５条 （略） 

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 

別記第１号様式～別記第１８号様式 （略） 別記第１号様式～別記第１８号様式 （略） 

第１９号様式（第１９条関係） （略） 別記第１９号様式（第１９条関係） （略） 

別記第２０号様式（第２０条関係） 別記第２０号様式（第２０条関係） 

（略） （略） 
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 備考 （略）  備考 （略） 

  １・２ （略）   １・２ （略） 

 ３ 申請者（承継者）が現使用者のパート

ナーシップ関係の相手方である場合は、

東京都パートナーシップ宣誓制度受理証

明書 

３ （略） ４ （略） 

第２１号様式～第４１号様式 （略） 第２１号様式～第４１号様式 （略） 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この規則の施行の際、この規則による改正

前の江東区高齢者住宅条例施行規則の別記様

式による用紙で、現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

  

 


